
会員規約改正のお知らせ 

 
会員規約を下記のとおり一部変更しましたのでお知らせいたします。 
 
 
１．西日本 FH Big Advance 取扱開始に伴い変更した条項 
  ・第 1 条 （会員規約の適用） 
  ・第 3 条 （提供する情報・内容） 
  ・第 12 条 （会員番号等の管理責任） 
 
２．法令（民法 548 条）改正に伴い変更した条項 
  ・第 2 条 （会員規約の変更） 
 
３．その他 
・「一般会員規約」を「会員規約」に名称変更 



会員規約改正表 

現行 改正後 
ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング一般会員規約 

 

第１章 総則 

第１条（会員規約の適用） 

この規約は、㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルテイング(以下「弊社」という)と「一般会員」

(以下「会員」という）との間において、弊社が会員に対して提供する各種サービスの利

用について適用するものとします。 

尚、会員とは弊社が入会申込書を受理後承認し、年会費を納入した企業・団体・個人

をいいます。 

ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング会員規約 

 

第１章 総則 

第１条（会員規約の適用） 

 この規約は、㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルテイング(以下「弊社」という)と「会員」と

の間において、弊社が会員に対して提供する各種サービスの利用について適用するもの

とします。 

会員とは弊社もしくは株式会社西日本シティ銀行（以下、NCB という）が入会申し込

みを受理した後、入会を承認した企業・団体・個人をいいます。 

各種サービスには、弊社が NCB、株式会社ココペリ（以下、ココペリ社という）と協

働で運営する「西日本 FH Big Advance（以下、Big Advance という）」を含めます。 

なお、Big Advance を利用する会員については、別途定める Big Advance 会員規約が

適用されるものとします。 

ただし、「弊社が提供するサービス」と「Big Advance サービス」を Big Advance Web

サイトから同時に申し込む場合、本規約の第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び第 15

条については、別途定める Big Advance 会員規約が優先して適用されるものとします。 

第２条（会員規約の変更） 

弊社は、会員の承諾を得ることなく、この会員規約を変更できるものとします。規約

変更後は会費その他の提供条件は、変更後の会員規約によるものとします。 

会員規約の変更は、弊社がホームページに掲載した時点でその効力を発するものとし

ます。 

第２条（会員規約の変更） 

弊社は、法令の定めに従い、会員の利益のために必要と認められるとき、または、そ

の他相当の事由がある場合で、会員の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の

内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的な内容であるときに、本規約

を変更できるものとします。 

会員規約の変更は、弊社がホームページに掲載した時点でその効力を発するものとし

ます。 

 
 
 



 
現行 改正後 

第２章 会員サービス内容 

第３条（提供する情報・内容） 

   弊社が会員に対して提供するサービス(一部有料)は以下の通りとします。なお、サ

ービスの内容については会員の承諾を得ることなく、追加・変更・削除することがあ

ります。 

１． ホームページ「九州情報座」の会員専用ページでの情報提供サービス 

２． 経営一般、法律、税務、人事・賃金等に関する経営相談 

３． 経済、金融、地域動向等情報の提供 

４． 弊社主催の各種セミナーの受講料の割引 

５． 信用調査を特別割引価格で斡旋 

６． 企業研修会や講演会への講師派遣 

７． 各種通信教育講座の特別割引価格での斡旋 

８． 経営や社員教育に役立つＤＶＤ・ビデオの無料貸出 

９． 貸会議室利用の会員特別価格 

１０．経営情報誌「飛翔」を無料送付 

１１．「飛翔」同封サービス(ビジネス情報便)の利用 

１２．ＮＣＢビジネス情報Ｗｅｂの提供 

１３．団体損害保険の案内（弊社はこの案内のため会員契約情報を取扱代理店西日本

ユウコー商事㈱と共同利用できるものとします。 

 

 

 

第２章 会員サービス内容 

第３条（提供する情報・内容） 

  弊社が会員に対して提供するサービス(一部有料)は以下の通りとします。なお、サ

ービスの内容については会員の承諾を得ることなく、追加・変更・削除することがあ

ります。 

１． 弊社が顧客に提供する以下のサービス 

A. 弊社ホームページの会員専用ページでの情報提供サービス 

B. 経営一般、法律、税務、人事・賃金等に関する経営相談 

C. 経済、金融、地域動向等情報の提供 

D. 弊社主催の各種セミナーの受講料の割引 

E. 信用調査を特別割引価格で斡旋 

F. 企業研修会や講演会への講師派遣 

G. 各種通信教育講座の特別割引価格での斡旋 

H. 経営や社員教育に役立つＤＶＤ・ビデオの無料貸出 

I. 貸会議室利用の会員特別価格 

J. 経営情報誌「飛翔」を無料送付 

K. 「飛翔」同封サービス(ビジネス情報便)の利用 

L.  ＮＣＢビジネス情報Ｗｅｂの提供 

M. 団体損害保険の案内（弊社はこの案内のため会員契約情報を取扱代理店西

日本ユウコー商事㈱と共同利用できるものとします。 

2. 弊社が NCB およびココペリ社と協働で提供するサービス 

・ホームページ「Big Advance」において提供する全てのサービス 

 

 
 
 
 



 
現行 改正後 

第 5 章 会員の義務 

第１２条（会員番号等の管理責任） 

   会員には弊社から会員番号等（会員番号、ＩＤ）が貸与されます。この会員番号

等は当該会員が有効期間の間、弊社からのサービスの提供を受ける際常時必要とな

ります。したがって、会員は貸与された会員番号等について自己の責任で管理する

ものとし、第三者に貸与、譲渡、事実上利用させる行為、あるいは担保に提供する

事などは行うことができません。 

 

 

 

第5章  会員の義務 

第１２条（会員番号等の管理責任） 

   会員には弊社から会員番号等（会員番号、ＩＤ）が貸与されます。この会員番号

等は当該会員が有効期間の間、弊社からのサービスの提供を受ける際常時必要とな

ります。したがって、会員は貸与された会員番号等について自己の責任で管理する

ものとし、第三者に貸与、譲渡、事実上利用させる行為、あるいは担保に提供する

事などは行うことができません。 

  また、会員番号、ＩＤ及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使

用などによる損害の責任は会員が負うものとし、弊社は責任を負いません。 

 
改正日：2020 年 7 月 1 日  


